
事 務 連 絡 

令和７年 12 月 26 日 

 

 

    

各          障害保健福祉・児童福祉主管部（局）長 殿 

   

  

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

 

「障害福祉分野における手続負担の軽減について」の一部改正について 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

今般、「障害福祉分野における手続負担の軽減について」について、別添のとおり改

正しましたので、内容を御確認の上、その取扱いに当たっては遺漏なきようお願いしま

す。 
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